
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律 
（令和三年五月二六日法律第四四号）   

一、 提案理由（令和三年四月二〇日・衆議院地方創生に関する特別委員会） 

○坂本国務大臣 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 地方分権改革は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤とな

るものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 

 本法案は、昨年十二月に閣議決定した、令和二年の地方からの提案等に関する対応方

針を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、

地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関係法律の改正を

行うこととしております。 

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するこ

ととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地方創生に関する特別委員長報告（令和三年五月一一日） 

○伊東良孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方

公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講

じようとするものであります。 

 本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日坂本国務大臣から趣旨の説明

を聴取し、二十七日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採

決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員長報告（令和三年五月一九日） 

○石井浩郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生及び消費者問

題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、

地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置

を講じようとするものであります。 



 委員会におきましては、地方分権改革の意義と提案募集方式の在り方、郵便局で取り

扱うことができる地方公共団体の事務の範囲の考え方、宅地建物取引業等における電子

申請を推進する必要性、小規模多機能型居宅介護の利用定員の基準を見直す理由等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


